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隠岐広域連合広報誌 

隠岐4町村総人口 

（平成18年5月末現在） 

総人口  

男  

女  

2 3 , 3 2 4  人  

1 1 , 0 8 2  人  

1 2 , 2 4 2  人  

○　主　な　内　容　○ 
・平成18年度当初予算 

・隠岐広域連合執行部・議会名簿 

・住宅用火災報知器の設置義務化 

・障害者福祉が大きく変わりました 

▲火災現場での人命救助のため、地上9メートルでのレスキュー訓練の様子です。 
　6月22日には島根県内の9消防本部によるレスキュー大会に参加しました。 
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平成18年度隠岐広域連合
当初予算の概要

平成18年第1回定例議会において、平成18年度の隠岐広域連合一般会計、介護保険事業特
別会計、救急医療対策事業特別会計、隠岐島前病院事業特別会計、隠岐病院事業特別会計、消
防事業特別会計、知的障害者施設事業特別会計、仁万の里作業特別会計、農業共済事業特別会
計の各予算が可決されました。その概要をお知らせします。

歳
入
ベ
ー
ス
で
全
て
の
会
計
を
合

わ
せ
る
と
、
七
十
六
億
二
百
八
十
四

万
円
で
す
（
繰
入
金
な
ど
重
複
部
分
は

除
く
）。

構
成
団
体
負
担
金

構
成
団
体
負
担
金
は
、
隠
岐
広
域
連

合
の
構
成
団
体
で
あ
る
島
根
県
及
び
隠

岐
四
町
村
か
ら
の
負
担
金
で
十
八
億
九

千
四
百
七
十
七
万
円
で
す
。
こ
れ
は
各

項
目
ご
と
に
人
口
、
対
象
者
数
、
利
用

率
、
交
付
税
算
入
額
等
を
基
に
負
担
割

合
を
定
め
、
金
額
を
算
定
し
て
い
ま
す
。

病
院
事
業

歳
入
ベ
ー
ス
で
全
会
計
の
約
四
十
四

パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
病
院
事
業
は
、

入
院
収
益
と
外
来
収
益
を
併
せ
た
医
業

収
入
が
七
割
と
、
も
っ
と
も
大
き
な
割

合
を
占
め
、
病
院
運
営
の
た
め
の
構
成

団
体
負
担
金
が
約
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
、

そ
の
内
訳
は
隠
岐
病
院
で
は
島
根
県
が

五
千
百
三
十
九
万
円
と
隠
岐
の
島
町
が

二
億
九
千
五
百
七
十
三
万
円
、
隠
岐
島

前
病
院
は
島
根
県
が
三
千
百
五
十
三
万

円
と
島
前
三
町
村
が
一
億
三
千
百
三
十

九
万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
は

介
護
収
益
が
八
千
八
十
二
万
円
、
国
県

支
出
金
が
三
千
七
百
一
万
円
、
企
業
債

が
八
千
三
百
万
円
、
一
般
会
計
か
ら
の

出
資
金
八
千
四
百
三
十
七
万
円
な
ど
で

す
。歳

出
で
は
、
医
師
や
看
護
師
な
ど
人

件
費
が
五
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
薬
や
給

食
材
料
な
ど
の
材
料
費
が
十
七
パ
ー
セ

ン
ト
、
経
費
や
減
価
償
却
費
な
ど
の
そ

の
他
医
業
費
用
が
十
六
パ
ー
セ
ン
ト
で

病院事業歳入 
33億5,673万円 

（単位：千円） 

入院収益 
1,292,314 
38.5％ 

外来収益 
1,110,197 
33.1％ 

構成団体 
負担金 
510,029 
15.2％ 

その他 
444,192  13.2％ 

病院事業歳出 
35億1,159万円 

（単位：千円） 

給与費 
2,016,362 
57.4％ 

投資 
9,618 
0.3％ 

建設改良費 
84,192 
2.4％ 

材料費 
587,683 
16.7％ 

その他 
医業費用 
557,797 
15.9％ 

医業外費用 
103,240 
2.9％ 

企業債償還金 
152,698 
4.4％ 

（単位：千円） 
島根県 
128,587 
7％ 

隠岐の島町 
1,194,290 
63％ 

海士町 
170,216 
9％ 

西ノ島町 
340,656 
18％ 

知夫村 61,019 
3%

構成団体負担金 



大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
ま
す
。

歳
入
か
ら
歳
出
を
引
く
と
、
約
一
億

五
千
五
百
万
円
の
赤
字
で
す
が
、
現
金

支
出
を
伴
わ
な
い
支
出
（
減
価
償
却
費

な
ど
）
が
あ
り
、
実
質
的
に
は
約
百
万

円
の
赤
字
と
な
り
ま
す
。
厳
し
い
経
営

状
況
に
あ
り
、
一
層
の
経
営
改
善
を
進

め
て
い
き
ま
す
。

病
院
以
外
の
事
業

病
院
事
業
を
除
く
七
会
計
を
合
計
す

る
と
四
十
二
億
四
千
六
百
十
一
万
円
と

な
り
ま
す
（
繰
入
金
な
ど
重
複
部
分
は

除
く
）。

歳
入
で
最
も
多
い
分
担
金
及
び
負
担

金
は
構
成
団
体
負
担
金
で
す
。
次
に
多

い
国
県
支
出
金
は
、
国
の
介
護
給
付
費

負
担
金
五
億
千
三
百
三
十
万
円
、
調
整

交
付
金
二
億
五
千
六
百
五
十
二
万
円
、

県
の
介
護
給
付
費
負
担
金
三
億
三
千
三

百
三
十
一
万
円
、
緊
急
消
防
援
助
隊
設

備
整
備
費
補
助
金
九
百
四
十
七
万
円
な

ど
で
す
。

介
護
保
険
支
払
基
金
交
付
金
は
、
前

年
度
よ
り
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
伸
び
て

お
り
、
平
成
十
二
年
度
に
比
べ
て
約

一
・
五
倍
、
金
額
に
し
て
二
億
七
千
五

百
三
十
三
万
円
増
加
し
て
い
ま
す
。

介
護
保
険
料
は
保
険
料
改
定
に
よ
り

前
年
比
二
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
増
の
大
幅

な
伸
び
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
他
で
は
仁
万
の
里
利
用
者
出
身

町
村
か
ら
の
施
設
訓
練
等
支
援
費
（
財

源
は
国
、
県
、
町
村
が
事
業
毎
の
負
担

割
合
で
負
担
）
が
二
億
四
千
七
百
十
一

万
円
、
仁
万
の
里
利
用
者
本
人
の
負
担

金
三
千
九
百
五
万
円
、
仁
万
の
里
作
業

収
入
が
千
七
百
六
十
六
万
円
、
フ
ェ
リ

ー
く
に
が
建
造
費
貸
付
金
返
還
金
五
千

二
百
九
十
六
万
円
（
隠
岐
汽
船
か
ら
）、

農
業
共
済
事
業
掛
金
千
八
百
七
十
一
万

円
、
農
業
共
済
事
業
保
険
金
千
九
百
九

十
九
万
円
、
農
業
共
済
事
業
業
務
受
取

補
助
金
（
国
庫
補
助
）
二
千
八
百
七
十

七
万
円
な
ど
が
主
な
内
容
で
す
。

歳
出
の
八
割
弱
を
占
め
る
民
生
費
は
、

介
護
保
険
給
付
費
が
二
十
七
億
千
九
百

七
十
三
万
円
で
最
も
多
く
、
次
い
で
多

い
の
が
仁
万
の
里
関
連
の
知
的
障
害
者

施
設
事
業
四
億
七
千
五
百
九
十
八
万
円

で
す
。
消
防
費
で
は
、
職
員
の
人
件
費

や
施
設
維
持
の
た
め
の
費
用
で
あ
る
総

務
管
理
費
が
五
億
四
千
五
百
九
十
七
万

円
、
消
火
・
救
急
活
動
の
た
め
の
機
材

購
入
費
な
ど
の
費
用
で
あ
る
消
防
事
業

費
が
六
千
九
十
五
万
円
で
す
。

農
林
水
産
業
費
は
、
家
畜
や
農
作
物

が
被
害
に
あ
っ
た
と
き
に
支
払
わ
れ
る

農
業
共
済
金
や
農
業
共
済
事
業
に
従
事

す
る
職
員
の
人
件
費
や
事
務
費
、
家
畜

診
療
費
用
の
負
担
金
で
あ
る
技
術
料
な

ど
で
す
。

公
債
費
は
レ
イ
ン
ボ
ー
プ
ラ
ザ
建
築

費
、
フ
ェ
リ
ー
く
に
が
建
造
費
、
仁
万

の
里
授
産
施
設
整
備
の
際
の
借
入
金
の

償
還
金
で
す
。

そ
の
他
は
広
域
連
合
事
務
局
の
人
件

費
や
運
営
費
の
た
め
の
総
務
費
が
八
千

八
百
三
十
万
円
、
在
宅
当
番
・
救
急
医

療
情
報
提
供
実
施
事
業
が
百
八
十
万
円
、

議
会
運
営
の
た
め
の
議
会
費
が
二
百
三

十
五
万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

3

歳出総額 
42億4,611万円 
（病院事業除く） 

（単位：千円） 

民生費 
3,314,843 
78.1％ 

消防費 
606,914 
14.3％ 

農林水産業費 
91,751 
2.1％ 

その他 
92,748 
2.2％ 

公債費 
139,853 
3.3％ 

歳入総額 
42億4,611万円 
（病院事業除く） 

（単位：千円） 

分担金及び 
負担金 
1,293,771 
30.5％ 

国県支出金 
1,155,569 
27.2％ 

支払基金交付金 
839,086 
19.8％ 

介護保険料 
417,362 
9.8％ 

その他 
540,321 
12.7％ 
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平成18年度　隠岐広域連合予算 
■一般会計事業 
歳入 項　　　目 項　　　目 

合　　計 

分担金及び負担金 

諸収入 

県支出金 

財産収入 

繰越金 

繰入金 

構成団体負担金 

貸付金元金収入等 

民生費県補助金 

財産貸付収入、利子 

 

基金繰入金 

169,315 

53,529 

0 

947 

1 

1,579 

 

225,371 合　　計 

議会費 

総務費 

公債費 

予備費 

議員報酬、旅費等 

人件費、負担金等 

地方債償還金 

2,347 

88,303 

134,421 

300 

 

 

 

225,371

金　額 内　　　容 内　　　容 

（単位：千円） 

金　額 歳出 

■隠岐島前病院事業 
歳入 項　　　目 項　　　目 

合　　計 

医業収益（3条） 

医業外収益（3条） 

企業債 

補助金 

出資金 

長期貸付金収入 

入院・外来・介護収入 

一般会計負担金 

地方債 

医療施設等施設整備費補助金 

一般会計出資金 

修学資金 

607,872 

234,061 

22,000 

0 

12,867 

1,800 

878,600 合　　計 

医業費用 

医業外費用 

建設改良費 

企業債償還金 

投資 

人件費・材料費等 

企業債利息等 

医療機器購入費等 

地方債償還金 

修学資金貸付金 

784,690 

80,946 

22,863 

27,393 

1,808 

 

917,700

金　額 内　　　容 内　　　容 

（単位：千円） 

金　額 歳出 

■隠岐病院事業 
歳入 項　　　目 項　　　目 

合　　計 

医業収益（3条） 

医業外収益（3条） 

出資金 

企業債 

補助金 

長期貸付金収入 

長期貸付金償還金収入 

入院・外来収入 

補助金・負担金 

一般会計出資金 

地方債 

国県補助金 

修学資金 

修学資金 

1,940,807 

383,812 

71,501 

61,000 

13,212 

4,800 

3,000 

2,478,132 合　　計 

医業費用 

企業債償還金 

建設改良費 

医業外費用 

投資 

人件費・材料費等 

地方債償還金 

医療機器購入費等 

企業債利息等 

修学資金貸付金 

2,377,152 

125,305 

61,329 

22,294 

7,810 

 

 

2,593,890

金　額 内　　　容 内　　　容 

（単位：千円） 

金　額 歳出 

■救急医療対策事業 
歳入 項　　　目 項　　　目 

合　　計 

県支出金 

分担金及び負担金 

繰越金 

衛生費県補助金 

構成団体負担金 

0 

1,797 

1 

1,798 合　　計 

衛生費 病院郡輪番制事業等 1,798 

 

 

1,798

金　額 内　　　容 内　　　容 

（単位：千円） 

金　額 歳出 

■介護保険事業特別会計 
歳入 項　　　目 項　　　目 

合　　計 

支払基金交付金 

分担金及び負担金 

国庫支出金 

繰入金 

保険料 

県支出金 

諸収入 

繰越金 

使用料及び手数料 

財産収入 

介護給付費交付金 

構成団体負担金 

介護給付費負担金、調整交付金等 

一般会計繰入金 

介護保険料 

介護給付費負担金等 

広域化等保険者支援事業費等 

前年度繰越金 

督促手数料 

利子 

839,086 

419,863 

805,138 

0 

417,362 

343,143 

7 

2,001 

1 

35 

2,826,636 合　　計 

保険給付費 

総務費 

特別対策事業費 

財政安定化基金拠出金 

予備費 

諸支出金 

基金積立金 

 

介護サービス等給付費負担金 

人件費、負担金等 

訪問介護特別対策事業費 

2,719,731 

78,694 

2,375 

272 

100 

2,001 

23,463 

 

 

 

2,826,636

金　額 内　　　容 内　　　容 

（単位：千円） 

金　額 歳出 
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■消防事業 
歳入 項　　　目 項　　　目 

合　　計 

分担金及び負担金 

諸収入 

国庫補助金 

財産収入 

使用料及び手数料 

繰越金 

構成団体負担金 

交付金・家賃 

 

宿舎貸付収入等 

許認可・証明手数料 

584,113 

11,277 

9,468 

1,304 

751 

1 

606,914 合　　計 

総務費 

事業費 

人件費、使用料等 

機材購入費等 

545,967 

60,947 

 

 

 

 

606,914

金　額 内　　　容 内　　　容 

（単位：千円） 

金　額 歳出 

■仁万の里作業（特別会計） 
歳入 項　　　目 項　　　目 

合　　計 

財産収入 

繰入金 

繰越金 

諸収入 

 

他会計繰入金 

 

作業収入 

1 

576 

1 

17,660 

18,238 合　　計 

事業費 作業手数料 18,238 

 

 

 

18,238

金　額 内　　　容 内　　　容 

（単位：千円） 

金　額 歳出 

■知的障害者施設事業 
歳入 項　　　目 項　　　目 

合　　計 

分担金及び負担金 

諸収入 

財産収入 

使用料及び手数料 

県支出金 

寄附金 

繰越金 

構成団体負担金 

施設訓練等支援費等 

財産貸付収入、利子 

施設利用者負担金 

事業委託金 

118,683 

310,717 

8 

39,274 

7,288 

3 

4 

475,977 合　　計 

社会福祉費 

児童福祉費 

公債費 

人件費、材料費等 

人件費、材料費等 

償還金 

413,911 

56,634 

5,432 

 

 

 

 

475,977

金　額 内　　　容 内　　　容 

（単位：千円） 

金　額 歳出 

■農業共済事業特別会計 
歳入 項　　　目 項　　　目 

合　　計 

農作物共済事業収益 

家畜共済事業収益 

園芸施設共済事業収益 

業務事業収益 

業務事業外収益 

共済掛金、保険金等 

掛金、保険金、技術給付金等 

共済掛金、保険金等 

受取補助金、賦課金等 

寄附金、業務引当金戻入等 

3,806 

47,142 

464 

35,851 

4,488 

 

91,751 合　　計 

農作物共済事業費用 

家畜共済事業費用 

園芸施設共済事業費用 

業務事業費用 

業務事業外費用 

予備費 

水稲共済金 

共済金、技術料等 

共済金等 

人件費、賃借料等 

3,806 

47,142 

464 

40,251 

1 

87 

91,751

金　額 内　　　容 内　　　容 

（単位：千円） 

金　額 歳出 

広域連合長 　　松田　和久（隠岐の島町長） 

　　石田　茂春（議会選出者）　　　　　松野　　洋（識験者） 

　　清水　義史（隠岐支庁長）　　　　　山内　道雄（海士町長）　　　　　　松本　茂樹（西ノ島町長） 

　　影原　正美（知夫村長） 

◎　宮脇　芳雄（隠岐の島町）　　　　　阿波　三省（隠岐の島町）　　　　　花岡　重利（海士町） 

　　上川　晃一（隠岐の島町） 

　　野津　浩美（島根県議会）　　　　　上代　義郎（島根県議会）　　　　　真野誠一郎（隠岐の島町議会） 

　　藤村　一男（隠岐の島町議会）　　　是津　輝和（隠岐の島町議会）　　　石田　茂春（隠岐の島町議会） 

　　池田　信博（隠岐の島町議会）　○　松森　　豊（隠岐の島町議会）　　　柏原　廣行（海士町議会） 

　　上田　正子（海士町議会）　　　　　仲吉　　正（西ノ島町議会）　　◎　角市　正人（西ノ島町議会） 

　　口村　善澄（知夫村議会）　　　　　高田　　武（知夫村議会） 

監 査 委 員 

収 　入　 役 

副広域連合長 
（4名） 

議　　　員 
（14名） 

選挙管理委員会 
委　　　員 

（平成18年6月1日現在） 

◎　委員長 

◎議長、○副議長 
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■
取
り
付
け
位
置
は
？

住
宅
用
火
災
警
報
器
等
は
、
天
井
や

壁
面
に
取
り
付
け
ま
す
。
具
体
的
に
は

次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

○
天
井
に
取
り
付
け
る
場
合
は
、
火
災

警
報
器
の
中
心
を
壁
ま
た
は
、
は
り

か
ら
六
十
セ
ン
チ
以
上
離
し
て
取
り

付
け
ま
す
。

○
エ
ア
コ
ン
や
換
気
扇
の
吹
き
出
し
口

か
ら
は
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
離
し

て
く
だ
さ
い
。

○
壁
に
取
り
付
け
る
と
き
は
、
天
井
か

ら
十
五
セ
ン
チ
〜
五
十
セ
ン
チ
以
内

に
火
災
警
報
器
の
中
心
が
来
る
よ
う

に
設
置
し
て
く
だ
さ
い
。

■
な
ぜ
火
災
警
報
器
を
付
け
る
こ
と
に

な
っ
た
の
か
？

建
物
火
災
の
死
者
の
う
ち
、
住
宅
火

災
に
よ
る
死
者
が
九
割
を
占
め
て
お
り
、

そ
の
中
で
も
死
者
の
半
数
以
上
が
高
齢

者
と
極
め
て
高
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
住
宅
火
災
の
死
者
の
七
割
が
逃

げ
遅
れ
に
よ
る
も
の
で
す
。

一
九
七
〇
年
代
後
半
に
お
け
る
ア
メ

リ
カ
で
の
火
災
死
者
数
は
約
六
千
人
。

し
か
し
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置

を
義
務
付
け
ら
れ
た
こ
と
で
、
二
〇
〇

二
年
に
は
半
分
の
約
三
千
人
ま
で
に
減

少
し
ま
し
た
。

■
設
置
は
い
つ
か
ら
？

①
新
築
住
宅

平
成
十
八
年
六
月
一
日
以
降
の
新
築

住
宅
は
設
置
が
必
要
で
す
。

②
既
存
住
宅

平
成
二
十
三
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

に
設
置
が
必
要
で
す
。

■
設
置
が
必
要
な
場
所
は
？

原
則
と
し
て
寝
室
。
寝
室
が
二
階
以

上
に
あ
る
場
合
は
寝
室
と
階
段
に
設
置

が
必
要
で
す
。
台
所
に
は
設
置
義
務
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
設
置
す
る
こ
と
が
望

ま
し
い
で
す
。

ま
た
、
寝
室
が
な
い
階
で
も
七
㎡

（
四
畳
半
）
以
上
の
居
室
が
五
つ
以
上

あ
る
階
の
廊
下
に
は
設
置
が
必
要
で
す
。

死者の約死者の約6割が65歳以上の高齢者歳以上の高齢者 死者の約6割が65歳以上の高齢者 住宅火災の死者住宅火災の死者は約9割 住宅火災の死者は約9割 

建物火災建物火災に 
よる死者死者 
建物火災に 
よる死者 

住宅火災に 
よる死者 

住宅火災以外 
による死者 

住
宅
火
災
報
知
器
の
設
置
義
務
化

―

新
築
住
宅
は
平
成
十
八
年
六
月
一
日
か
ら

―

150cm以上離す 

エアコン等 

天井から15cm以上 

天井から50cm以内 

壁から60cm以上 はりから60cm以上 
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■
ど
こ
で
購
入
で
き
る
か
？

消
火
器
を
販
売
し
て
い
る
消
防
設
備

取
扱
店
や
メ
ー
カ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

な
ど
か
ら
申
し
込
ん
で
購
入
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。
ま
た
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ

ー
や
家
電
量
販
店
等
で
取
り
扱
っ
て
い

る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
価
格
は
乾
電

池
の
寿
命
や
機
能
に
よ
っ
て
異
な
り
ま

す
が
、
五
千
円
〜
一
万
五
千
円
ぐ
ら
い

の
値
段
で
す
。

ま
た
、「
Ｎ
Ｓ
マ
ー
ク
」
付
き
の
も

の
は
国
が
指
定
し
た
規
格
に
適
合
し
、

検
査
に
合
格
し
た
証
と
し
て
信
頼
性
の

高
い
も
の
で
す
。

な
お
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
本
体

も
交
換
時
期
が
あ
り
ま
す
。
機
器
に
よ

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
違
い
ま
す
が
、
五
年
か

ら
十
年
が
主
流
と
な
っ
て
い
ま
す
。
説

明
書
等
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

消
火
器
の
販
売
に
つ
い
て
は
ご
承
知

の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、「
消
防

署
か
ら
来
ま
し
た
」
な
ど
と
い
っ
て
消

火
器
を
売
り
つ
け
る
「
か
た
り
商
法
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
本
来
一
般
家

庭
に
は
消
火
器
の
設
置
義
務
は
な
い
の

に
あ
た
か
も
義
務
化
さ
れ
た
か
の
よ
う

に
い
っ
て
消
火
器
を
販
売
す
る
手
口
で

す
。義

務
化
さ
れ
た
火
災
警
報
器
で
は
、

こ
の
手
の
悪
質
な
訪
問
販
売
に
よ
る
被

害
が
相
次
い
で
お
り
、
消
防
署
員
や
自

治
体
職
員
を
装
っ
て
市
価
の
数
倍
で
売

り
つ
け
る
手
口
が
目
立
っ
て
い
ま
す
。

不
適
切
な
価
格
（
市
場
価
格
を
超
え

る
高
額
な
価
格
）
に
よ
る
販
売
や
国
の

技
術
基
準
に
適
合
し
な
い
火
災
警
報
器

等
を
購
入
し
な
い
よ
う
に
注
意
し
ま
し

ょ
う
。
火
災
警
報
器
の
目
安
は
、
一
個

五
千
円
〜
一
万
五
千
円
で
、
警
報
音
や

機
能
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

あ
た
か
も
消
防
職
員
の
よ
う
な
服
装

や
言
動
で
訪
問
し
て
勧
誘
す
る
業
者
も

い
ま
す
が
、
消
防
署
員
や
消
防
団
員
が

火
災
警
報
器
を
売
り
歩
く
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
ま
た
、
特
定
の
業
者
に
販
売

を
委
託
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

注
意
事
項

○
電
池
交
換
の
必
要
な
も
の
は
、
電
池

切
れ
の
警
報
が
出
た
場
合
に
交
換
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

○
住
宅
用
防
災
警
報
器
ま
た
は
住
宅
用

防
災
報
知
設
備
の
交
換
期
限
が
き
た

ら
交
換
し
て
く
だ
さ
い
。

○
自
動
火
災
報
知
設
備
ま
た
は
ス
プ
リ

ン
ク
ラ
ー
設
備
等
が
設
置
さ
れ
て
い

る
場
合
は
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
等

の
設
置
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
お
問
い
合
わ
せ

隠
岐
広
域
連
合
消
防
本
部

（
予
防
課
予
防
係
）

電

話
〇
八
五
一
二
―
二
―
二
二
九
九

Ｆ
Ａ
Ｘ
〇
八
五
一
二
―
二
―
三
九
九
一

■
火
災
警
報
器
の
種
類
は
？

○
住
宅
用
火
災
警
報
器
に
は
「
煙
」
を

感
知
す
る
も
の
と
「
熱
」
を
感
知
す

る
も
の
が
あ
り
、「
煙
」
を
感
知
す

る
も
の
の
設
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま

し
た
。
台
所
な
ど
通
常
煙
を
発
生
す

る
と
こ
ろ
に
は
熱
感
知
タ
イ
プ
が
お

す
す
め
で
す
。

○
電
源
は
乾
電
池
、
Ａ
Ｃ
電
源
の
二
タ

イ
プ
が
一
般
的
で
す
。
乾
電
池
を
電

源
と
す
る
も
の
は
配
線
工
事
が
不
要

な
た
め
、
誰
で
も
簡
単
に
取
り
付
け

る
こ
と
が
で
き
、
既
存
住
宅
へ
の
設

置
に
適
し
て
い
ま
す
。

▲壁用▲天井用

悪質な訪問販売に

ご注意を…！

（不適切な価格・無理強い
販売など）
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ラ
ブ
活
動
や
趣
味
の
サ
ー
ク
ル
な
ど
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
町
内
行
事
に
参
加

し
た
り
す
る
こ
と
で
、
地
域
住
民
の
一

人
と
し
て
の
役
割
を
担
う
こ
と
に
よ
り
、

い
き
い
き
と
暮
ら
す
こ
と
が
出
来
ま
す
。

し
か
し
、
一
方
で
共
に
暮
ら
す
と
い
う

こ
と
は
、
そ
う
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

意
志
の
疎
通
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た

り
、
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
失
敗
や
他
人
に

迷
惑
を
か
け
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。

で
も
、
少
し
大
げ
さ
な
表
現
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
毎
日
が
ド
ラ
マ
の

よ
う
で
も
あ
り
、
施
設
の
中
で
は
、
体

験
し
が
た
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

今
後
、
仁
万
の
里
で
も
、
障
害
者
自

立
支
援
法
の
施
行
に
伴
い
、
地
域
の
中

で
暮
ら
す
場
所
を
、
よ
り
多
く
求
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の

た
め
に
は
、
利
用
者
を
支
援
す
る
職
員

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
す
が
、
近
隣
の

地
域
の
み
な
さ
ん
の
ご
理
解
や
ご
協
力

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

今
後
と
も
、
障
害
を
も
っ
て
い
る
方
が

地
域
で
当
た
り
前
に
暮
ら
す
こ
と
へ
の

ご
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

障害者福祉は
大きく

変わりました！

一
九
五
〇
年
代
に
北
欧
で
提
唱
さ
れ

た
考
え
方
で
す
。
最
初
は
知
的
障
害
者

に
関
す
る
運
動
と
し
て
始
ま
っ
た
も
の

で
す
が
、
そ
の
後
、
国
際
障
害
者
年
な

ど
の
取
り
組
み
を
通
じ
て
、
広
く
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
地
域
生
活

支
援
の
課
題
は
障
害
が
あ
っ
て
も
一
人

平
成
十
八
年
四
月
か
ら
障
害
者
自
立

支
援
法
が
施
行
さ
れ
、
障
害
の
あ
る
人

を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く
変
ろ
う
と

し
て
い
ま
す
。
大
き
な
改
革
の
一
つ
と

し
て

「
地
域
で
暮
ら
す
」
を
当
た
り
前
に

と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
あ
り
ま
す
。
施

設
の
中
の
暮
ら
し
か
ら
、
地
域
へ
出
て

出
来
る
限
り
当
た
り
前
の
暮
ら
し
を
保

障
し
て
い
く
と
い
う
考
え
方
で
す
。

仁
万
の
里
で
は
、
現
在
、
西
郷
地
区

に
三
家
、
都
万
地
区
に
三
家
の
グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム
を
運
営
し
て
お
り
、
グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム
に
住
ん
で
い
る
方
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
の
中
で
、
四
〜
五
人
の
共

同
生
活
を
送
っ
て
い
ま
す
。
地
域
の
中

に
は
、
た
く
さ
ん
の
生
活
を
楽
し
む
ク

－平成18年4月から－

ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
は
？ ノーマライゼーションの実現 

地域住民が積極的に 
障害者を支える仕組みを 

作ることが重要 
一
人
が
尊
重
さ
れ
、
地
域
で
分
け
隔
て

な
く
暮
ら
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ

り
、
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
そ
の

た
め
の
様
々
な
福
祉
政
策
に
お
け
る
基

本
理
念
と
な
っ
て
い
ま
す
。


